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＜増税後の牛丼バトル！＞ 

消費税増税が始まり早１ヶ月。みなさんは“経営者として”、

“一般消費者として”２つの立場からこの問題に直面しなければ

なりませんが、いかがでしょうか？ 

 よく経営戦略で注目されるのが大手牛丼チェーン３社。増税前

は「牛丼並盛」が各社とも２８０円の横並びでしたが、４月以降

「松屋」は２９０円、「吉野家」は３００円と値上げした一方、

「すき家」は２７０円と値下げの戦略をとりました。値下げとい

う思い切った戦略をとったのは、もちろん“安さ”により“入客

数を増やしていく”ということ。また「すき家」を運営する「ゼ

ンショーホールディングス」は他にも「ココス」や「はま寿司」

を運営しており、牛丼値下げによるリスクを他で補える強みがあ

ればこその戦略のようです。 

この牛丼バトルを制するのはどこか、注目ですね。増税という

“ピンチ”を“チャンス”に変える秘策、他社もヒントにしなが

ら、知恵を絞って探っていきましょう！ 

（代表 山田義之） 
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平成２５年はアベノミクス政策で補助金が多数打ち出され、

主だったものとして「ものづくり補助金」、「創業補助金」があ

りました。 

今年も平成２５年度補正予算及び２６年度予算として、「中小企業・小

規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」(以下、「ものづくり補助

金」)や「創業者向け補助金」(以下、「創業補助金」)等が公表されておりま

す。 今年は、補助対象企業が拡大され、より申請しやすい内容になっ

ています。 

また上記の補助金の他に、昨年度から継続して申請ができる「経営

改善計画策定支援事業」の補助金があります。これは、金融支援（返

済条件の見直し等）が必要な中小企業に対して、経営改善計画を策定

するための費用の２／３を、国に支援してもらえる制度です。 

 ヤマダ会計では、中小企業様の補助金申請・経営改善計画策定のご

支援をさせていただいておりますので、お声かけください。 

また本件につきましては、今年も「ビジネスマッチングフェア ｉｎ 

Hamamatsu」に出展してご紹介させていただくことになりました。補助金

や経営改善計画についての疑問・質問がある方はもちろん、それ以外

の方も、この機会に是非、ヤマダ会計のブースにお立ち寄りください！ 

お待ちしております。 

（小田木 康） 
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以前は、ＪＡＦのホームページにも試算が掲載されていましたが、今

はありません。今回改めて、私が試算をしてみたいと思います。 

 

＜自家用車  平成２６年４月 新車購入＞ 

車体価格／１８０万、排気量／１，８００ｃｃ、車両重量／１，１００ｋｇ  

年間走行距離／１０，０００ｋｍ、年間ガソリン使用量／１，０００リットル 

ガソリン小売価格／１リットル１５０円(税抜)               と仮定 

あくまで、一例として計算したものですが、３年間で５０万円以上の税

金がかかるのが現実のようです。ただし、この試算額は「エコカー減税

対象車」のものではないので、ハイブリット車等で税率の軽減を受けれ

ば３割程度安くなります。逆に消費税率が１０％に上がれば、さらに増

えることとなります。 

試算した結論は「車を持つと、お金がかかる」ということです。車を保

有していれば、税金以外にも、車検費用（自賠責保険や車検代行料）に、車

の任意保険は欠かせません。税金を含めたトータルの維持コストは、 

３年間で６０万円（年２０万円）以上といっても過言ではないでしょう。昨今

言われる「若年の車離れ」も、こうした経済的理由が大きいそうです。 

他の交通手段がある大都市でない限り、車は生活に欠かせないも

のですが、節税・節約を考えれば、台数を減らす・軽自動車に乗り換え

る等の見直しも必要かもしれませんね。 

                     （リーダー 土本佳奈） 

 

 

 

 税 目 税 額 

購入時 自動車取得税 【3％※】 

※Ｈ26.4 より、税率引下げ 

48,600 円 

 消費税 【８％】 144,000 円 

購入時 計 ①  192,600 円 

保有段階 自動車重量税（１年分） 

【0.5ｔ 毎 4,100 円】 

12,300 円 

 自動車税（1,500ｃｃ超2,000ｃｃ以下） 39,500 円 

走行段階 ガソリン税（揮発油税＋地方揮発油税）

【53.8 円】 

53,800 円 

 消費税 【８％】 12,000 円 

購入後３年間の額 ② 117,600 円×３年 352,800 円 

３年間 合計（①+②）  545,400 円 

会社の数字の読み方 
      ～今さら聞けない貸借対照表・損益計算書の見方～ 

日 時 ： ５月２８５月２８５月２８５月２８日（水）１８：３０～日（水）１８：３０～日（水）１８：３０～日（水）１８：３０～    

講 師 ： 二橋 俊明 

参加費 ： ５００円 

場 所 ： 浜松労政会館（浜松商工会議所 ７階） 
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５月の経営者「基礎」講座 

「ものづくり補助金」については、第一次公募が５／１４日で締め切られます。

（第二次公募は７月上旬～８月下旬に開始予定） 

「創業補助金」については、６／３０日で締め切られますので、申請を考えて

いる方は早急な対応が必要になります。ご注意ください。 

第８回 ビジネスマッチングフェア ｉｎ Ｈａｍａｍａｔｕ 2014 

日時：７月２３日（水）・２４日（木） 

場所：アクトシティ浜松 展示イベントホール 
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 Ｈ２６年度 税制改正のポイント！ 

３月２０日、H２６年度税制改正法案が原案どおり可決・成立しました。 

今回の改正では、デフレ脱却と経済再生の観点から、各種の投資減税

措置の他、所得拡大促進税制の拡充や交際費課税の見直し等が盛り

込まれています。それらの中から主要な改正項目をコンパクトにお伝

えしたいと思います。         （(^((̂^(^○○○○^)^)̂)^)・・・減税・・・減税・・・減税・・・減税、    (T_T)(T_T)(T_T)(T_T)・・・増税・・・増税・・・増税・・・増税） 

 

 企業関連税制  

＜交際費課税の緩和＞     (^((̂^(^○○○○^)^)̂)^) 

交際費のうち、飲食のために支出した金額の５０％が損金算入され

ます。 

 適用時期：H２６年４月１日以後に開始する事業年度 

※中小法人については、上記に関わらず８００万円以下の交際費は

全額損金算入できます。 

 

＜生産性向上設備投資促進税制の創設＞     (^((̂^(^○○○○^)^)̂)^) 

新たに生産性の向上につながる設備投資を行った場合が対象。 

即時償却（１００％）又は税額控除（５％or３％）により減税されます。 

対象資産：先端設備・生産ラインやオペレーション改善設備 

適用時期：H２６年１月２０日から H２９年３月３１日までの間に取得 

する設備 

 

＜中小企業投資促進税制の拡充＞  (^((̂^(^○○○○^)^)̂)^) 

上記生産性の向上につながる設備投資を行った場合が拡充対象。 

即時償却（１００％）又は７％の税額控除（資本金 3,000万円以下の法

人は１０％）により減税されます。 

対象資産・適用時期：上記と同様 

 

＜所得拡大促進税制の拡充＞  (^((̂^(^○○○○^)^)̂)^) 

給与支給額を増加させた企業に対して、増加額の１０％を法人税額

から控除。 

適用要件：基準年度（☆）と比較して、２％以上給与等支給額が増加し

ていること等 

☆基準年度とは、H２５年４月１日以後最初に開始する事業年度の直前の事

業年度をいいます。 

 適用時期：H２６年４月１日以後に終了する事業年度 

 

＜地方法人税制の見直し＞ 

地方自治体の税収や財政力の格差を縮めるため、企業が自治体に

納める法人住民税を一部国税化、税収が少ない自治体に配り直され

ます。 

①法人住民税法人税割の税率を引下げ、その引下げ相当の税率 

４．４％が地方法人税（国税）として課されます。 

②法人事業税の所得割の税率が引上げられ、その引上げ相当分

だけ地方法人特別税の税率が引下げられます。 

適用時期：H２６年１０月１日以後に開始する事業年度 

※①②共に、基本的には改正前後で税負担は変わりません。 

 

 

＜復興特別法人税の１年前倒し廃止＞  (^((̂^(^○○○○^)^)̂)^) 

復興特別法人税が１年前倒しで廃止されます。 

適用時期：通常、平成２６年４月１日以後に開始する事業年度より廃止 

 個人関連税制  

＜高額の給与所得者の所得税・住民税を増税＞     (T_T)(T_T)(T_T)(T_T) 

給与所得者の「必要経費」にあたる給与所得控除額について、上限

額が適用される年収を H２８年には１，２００万円（控除額２３０万円）

に、H２９年には１，０００万円（控除額２２０万円）に引き下げられます。 

 消費税関連税制  

＜簡易課税制度のみなし仕入率の見直し＞     (T_T)(T_T)(T_T)(T_T) 

簡易課税制度のみなし仕入率が引き下げられます。 

金融・保険業 ： 第４種事業（６０％） → 第５種事業（５０％） 

不動動産業 ： 第５種事業（５０％） → 新設の第６種事業（４０％） 

適用時期：H２７年４月１日以後に開始する課税期間 

 車両関連税制  

＜自動車重量税、自動車取得税、軽自動車税の見直し＞(^((̂^(^○○○○^)^)̂)^) (T_T)(T_T)(T_T)(T_T) 

自動車取得税の税率引下げ、エコカー減税の拡充を行うとともに、経

年車に対する課税が強化、軽自動車税の見直し等が行われます。 

○自動車取得税 （Ｈ２６．４以降） 

自家用自動車 ・・・ 現行５％ → 改正後３％ 

営業用自動車・軽自動車 ・・・ 現行３％ → 改正後２％ 

○軽自動車税 （Ｈ２７．４以降） 

軽自動車の税率が引上げられます。新車が対象となります。 

乗用自家用 ＝ 現行の約１．５倍、 

乗用営業用、貨物用、三輪車 ＝ 現行の約１．２５倍 

※二輪車については現行の約１．５倍、原動機付き自転車についても引き上

げられ、こちらは新車・旧車問わず対象となります。 

 その他：Ｈ２５年度税制改正分  

＜印紙税の非課税範囲の拡大、軽減措置の拡充＞ （Ｈ２６．４以降） 

○領収書等に係る印紙税非課税範囲  ３万円未満 → ５万円未満 

○不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書に係る税率の引下げ、軽

減措置期間の５年間延長（Ｈ30.3.31まで） 

いかがでしたか？書ききれなかった各ポイントの詳細や不明な点は、

御社の担当者まで直接ご質問・お問い合わせください。また、印紙税に

ついては、先月４月より適用されています。お間違いのないようにご注

意ください。                        （税理士 大石和寿） 

会社を黒字倒産させないためには 
       ～今さら聞けないキャッシュ・フロー計算書の見方～ 

日 時 ： ６月２５６月２５６月２５６月２５日（水）１８：３０～日（水）１８：３０～日（水）１８：３０～日（水）１８：３０～    

講 師 ： 深田 紗枝子 

参加費 ： ５００円 

場 所 ： 浜松労政会館（浜松商工会議所 ７階） 

※お問い合わせ・お申し込みは※お問い合わせ・お申し込みは※お問い合わせ・お申し込みは※お問い合わせ・お申し込みは    電話：０５３－４４８－５５０５電話：０５３－４４８－５５０５電話：０５３－４４８－５５０５電話：０５３－４４８－５５０５    担当：深田担当：深田担当：深田担当：深田    

６月の経営者「基礎」講座 


